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「No Children No Future 〜⼦どもの権利を考えるサイト〜」 ワークシート 
権利の歴史 編 名前： 

サイトを⾒ながら、次の問いに答えましょう。解き終わったら、解答を⾒て答え合わせをしましょう。 

【１】次の年表の（ ）の中に、適切な語句を書きましょう。 
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【２】20 世紀初頭の「⼦どもの権利についての考え⽅」について、次の空欄を埋めましょう。 

 ⼦どもが⼤⼈の            として扱われるようになる 

                    →児童         や児童                 が横⾏ 

 そんな中で「⼦どもの         という考え⽅が⽣まれた 

 （例）1904 年           （フランス） 1906 年          （イギリス） 

                        →こうして様々な政策がとられるようになった！ 

 

【３】次の説明と関連の深い語句を〈語句リスト〉から選んで、記号で答えましょう。 

（１）1978 年に国連⼈権委員会でポーランドが提唱し、その後約 12 年間の審議を経て採択に⾄りまし
た。国連第 44 回総会において、全会⼀致で採択されました。 
（２）1946 年 11 ⽉ 3 ⽇に公布、翌 1947 年 5 ⽉ 3 ⽇に施⾏されました。「国⺠主権」、「平和主義」、そ
して「基本的⼈権の尊重」を三つの柱としています。 
（３）⼦どもの戦闘への参加の禁⽌や軍隊に志願する⼦どもの採⽤についての最低年齢の引き上げに関
するものです。⽇本は 2004 年にこの条約を批准しました。 
（４）作家の細井和喜蔵によって著された、ルポタージュ（記録⽂学）です。⼦どもたちの労働に対する
窮状が著されています。 
（５）⼈権について達成すべき「基準」を⽰していた世界⼈権宣⾔が国際的に法制化されました。国連第
21 回総会において採択されました。 
（６）⼦どもの権利委員会への個⼈通報制度について定めています。⽇本は 2022 年現在、これを署名・
批准していません。 
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【４】「⼦どもの権利条約」について簡単に説明してみましょう。 

 

レベル★★☆☆ 

レベル★★★☆ 

〈語句リスト〉 
ア ⼥⼯哀史  イ ⼦どもの権利条約  ウ 国際⼈権規約  エ ⽇本国憲法 
オ 武⼒紛争への⼦どもの関与に関する選択議定書 
カ 通報⼿続きに関する選択議定書 

レベル★★★★ 
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《解答》 
解答を⾒ながら、丁寧に答え合わせをしましょう。サイトを⾒て、漢字で書けそうな語句は、是⾮漢字で
書くことに挑戦してみましょう。 
 
【１】① エミール ② 第⼀次世界⼤戦 ③ 児童の世紀 

④ 児童の権利に関する宣⾔ / ジュネーブ宣⾔ ⑤ ⼥⼯哀史 ⑥ 第⼆次世界⼤戦 
⑦ ⽇本国憲法 ⑧ 児童福祉法 ⑨ 世界⼈権宣⾔ ⑩ 児童憲章 
○11  国際⼈権規約 ○12  ⼦どもの権利条約 ○13  ⼦どものための世界サミッ 

      ○14  国連⼦ども特別総会 ○15  通報⼿続きに関する選択議定書 
      ○16  新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 

 
【２】 

 ⼦どもが⼤⼈の            として扱われるようになる 

                    →児童         や児童                 が横⾏ 

 そんな中で「⼦どもの         という考え⽅が⽣まれた 

 （例）1904 年           （フランス） 1906 年          （イギリス） 

                        →こうして様々な政策がとられるようになった！ 

 
【３】（１）イ （２）エ （３）オ （４）ア （５）ウ （６）カ 
 
【４】サイトを参照 

※以下の点の中で、少なくとも 2〜3個に関して説明できていればOK 
・どこで採択されたのか？：国連（第 44 回）総会 
・最初に提唱した国は？：ポーランド 
・別名でなんと呼ばれている？：⼦どもの憲法 
・唯⼀の未締約国はどこ？：アメリカ 
・何条からなる？：54 条 
・何を優先的に考慮している？：「⼦どもの最善の利益」 

所有の対象 

労働 売買 

⼈権 

児童福祉制度 「児童法」 


